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平日
学休日
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時
30
30

分から
18
17

時
30
30

分まで あり

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

事業所理念
子ども達が好きなことで夢中になり、新しいことに挑戦し、笑顔でここから芽吹いていってほしい。そのような想いから始まった『できるを増やす、伸ばす家』をモットーにした遊び・体
験中心のデイです。楽しい！おもしろい！そんな気持ちを沢山感じることができるように。診断名にとらわれず、一人ひとりとじっくり向き合い、その子に合わせた関わり方を常に考えて
います。

事業所名 放課後デイふるさとめぶきの家 作成日支援プログラム（参考様式）

・認知の発達と行動の習得（物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、空間・時間等の概念の形成を図ることによって、認知や行動の手掛かりとして活用できるよう支援する。）
・視覚支援支援（スケジュールの提示、タイマーを使って自立を促す、絵カードを用いて表情や気持ちの理解できるよう支援する。）
・お出掛け行事、農園活動、季節の製作。

・コミュニケーションの手段の選択と活用（他者とのコミュニケーションを円滑にするためにゲームやロールプレイ等を用いてスキルを獲得する。）
・言語の形成と活用（自分の思いや要求の相手への伝え方等、場面や相手の状況に応じた適切なやり取りができるよう支援する。）
・挨拶や場面に応じた言葉の使い方。コミュニケーション手段の活用。

・他者との関わりの形成（レクレーションでの小集団・集団遊びや事業所の活動を通して人との関わり方や接し方を身につけられるように支援を行う。）
・仲間作り集団への参加（円滑な人間関係を築く基礎として、友達と学ぶ機会を作ったり社会のルールを守れるよう支援を行う。）
・散歩、ごっこ遊び、買い物、遠足などの外出行事、昼食やおやつ作り、農園活動、介護事業所と交流。

支援方針

『行動の前後に働きかけることによって、その行動を増やしたり減らしたりできる』という科学原理を利用して、望ましい行動を育て、問題となる行動を変えていく療育です。世界的に用
いられている療育方法であり、めぶきの家では、職員がABAに関する研修に積極的に参加してまなび、根拠のある療育、支援をしていきます。

営業時間 送迎実施の有無

主な行事等

・避難訓練（年2回以上）、遠足（年1回）、農園活動（月1回）、駄菓子屋イベント（月１回）、お誕生日会、おやつ作り、戸外活動（ＭieＭu、こどもの城、公園、図書館、体育館）、季
節行事（お正月、節分、バレンタイン、ひな祭り、味噌作り、クレープ体験、お花見、進学祝い、こどもの日、母の日、父の日、七夕、夏祭り、敬老の日、ハロウィン、クリスマス、大掃
除）

（別添資料１）

家族支援

・必要に応じて学校、相談支援事業所と緊密な連携を行って実地する。
・面談や連絡帳による日々のやり取り、困り事がある際に相談できる環境整備、
必要時の電話連絡を行う。

移行支援

・事業所の療育を通して習得したスキルを学校や家庭でも同様の行動がで
きるよう般化を目標とした支援を行う。
・進学、就労先と支援内容について情報共有や支援方法の伝達を行う。

地域支援・地域連携

・各関係機関との連携を図る。（相談支援事業所、学校、放課後等デイサービ
ス）
・自立支援協議会への参加する。

職員の質の向上

・外部研修
・内部研修
・資格取得支援

支　援　内　容

・健康状態の把握（小さなサインから心身の異変に気づけるよう丁寧な観察を行う。）
・基本的生活スキルの獲得（食事、衣類の着脱、排泄等の生活に必要な基本的技能を獲得できるよう視覚情報の提示を行う。）
・買い物、調理体験（食事の準備を安全に行い、食への興味へ繋げることを目標に行う。）

・保有する感覚の総合的な活用（視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分に活用できる遊び【トランポリン、バランスボード、バランスボール、キネティックサンド、スライム遊び等】を通して
支援を行う。）
・感覚の特性（過敏や鈍麻）への対応（苦手を軽減させるための対処法や工夫を考え、少しずつ計画的に苦手な感覚に慣れさせていく専門的なアプローチを行う。）
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